




 

奈良県保健医療計画（素案）の概要 
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主 な 記 載 事 項第１編 第第第第１１１１章章章章 第１節 計画策定の趣旨 ・医療計画に関する根拠法令と作成の趣旨第２節 基本理念 ・奈良県保健医療計画の目指す理念第３節 計画の性格 ・保健・福祉等の他計画との関連第４節 計画の期間 ・５年間（H25～H29）第第第第２２２２章章章章 第１節 地勢と交通 ・地域の特殊性、交通機関の状況、地理的状況、生活圏等第２節 人口構造 ・人口、年齢三区分人口、高齢化率、世帯数等第３節 人口動態 ・出生数、死亡数、平均寿命等第４節 県民の受療動向 ・入院・外来患者数、二次医療圏又は都道府県内における患者の受療状況、病床利用率、平均在院日数　等第５節 医療提供施設等の状況 ・病院、診療所、薬局等の既存施設の状況第第第第３３３３章章章章 第１節 保健医療圏 ・一次、二次、三次医療圏の説明　等第２節 基準病床数一般病床、療養病床精神病床結核病床感染症病床第２編 第第第第４４４４章章章章※※※第第第第５５５５章章章章 第１節 医師確保第２節 看護職員確保第３節 歯科医師第４節 薬剤師第５節 その他の医療従事者保健師助産師理学療法士、作業療法士管理栄養士、栄養士歯科衛生士第６節 介護サービス従事者第第第第６６６６章章章章 第１節 がん第２節 脳卒中第３節 急性心筋梗塞第４節 糖尿病★ 第５節 精神疾患第６節 救急医療第７節 災害医療第８節 へき地医療第９節 周産期医療第１０節 小児医療★ 第１１節 在宅医療第第第第７７７７章章章章※ 医療機能の見える化への取り組み ・医療機能の数値化

目次構成目　次　構　成総論 医療計画医療計画医療計画医療計画にににに関関関関するするするする基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項

保健医療圏保健医療圏保健医療圏保健医療圏とととと基準病床数基準病床数基準病床数基準病床数
奈良県奈良県奈良県奈良県のののの現状現状現状現状

各論
医療従事者等医療従事者等医療従事者等医療従事者等のののの確保確保確保確保県立医科大学附属病院における（仮称）中央手術等の整備新県立奈良病院の整備南和における公立病院の機能再編

・病床種別ごとの基準病床数（療養及び一般病床は現行のまま据え置き）地域医療再生計画地域医療再生計画地域医療再生計画地域医療再生計画にににに基基基基づくづくづくづく公立病院公立病院公立病院公立病院のののの整備整備整備整備
・医師、歯科医師、看護師、薬剤師、その他保健医療従事者等の確保の現状及び目標

疾病疾病疾病疾病・・・・事業事業事業事業ごとのごとのごとのごとの医療連携体制医療連携体制医療連携体制医療連携体制のののの推進推進推進推進
・現状と課題（指標に基づく現状把握）・目指すべき方向・医療機関とその連携・具体的な取組・数値目標

医療機能医療機能医療機能医療機能のののの見見見見えるえるえるえる化化化化へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ パブコメ



主 な 記 載 事 項目次構成目　次　構　成第第第第８８８８章章章章 第１節 地域における保健医療の連携 ・保健所、かかりつけ医等の役割　等第２節 医薬分業 ・医薬分業の状況　等第３節 地域医療支援病院 ・地域医療支援病院の整備の状況第第第第９９９９章章章章 第１節 健康づくりの推進 ・生活習慣病予防、健康の保持・増進第２節 高齢者福祉対策（介護保険） ・介護保険を含む高齢者の保健福祉対策等第３節 障害者保健福祉対策 ・障害者に対する医療の確保等に関する取組第４節 母子保健福祉対策 ・母子保健、福祉対策第５節 結核対策 ・結核対策、感染症対策に係る各医療提供施設の役割・インフルエンザ、エイズ、肝炎などの取組第６節 難病対策 ・難病、リウマチ、アレルギーなどの都道府県の取組第７節 感染症対策 ・エイズ対策、肝炎対策　等第８節 臓器移植等の推進 ・臓器移植（角膜移植含む）、骨髄移植第９節 歯科保健医療対策 ・歯科保健医療対策第１０節血液の確保等対策 ・血液の確保等対策第第第第１０１０１０１０章章章章 医療に関する情報提供の推進 ・なら医療情報ネット、健康・医療ポータルサイト第第第第１１１１１１１１章章章章 第１節 医療の安全の確保 ・医療提供施設及び医療安全支援センターの現状及び目標、医療安全相談窓口の設置等第２節 医薬品等の適正使用対策 ・都道府県の取組、相談等の連絡先、院外処方等の医薬分業、治験の実施状況や医薬品提供体制第３節 食品の安全性の確保 ・食品の安全性の確保第第第第１２１２１２１２章章章章 第１節 数値目標の設定 ・疾病・事業ごとの数値目標（再掲）第２節 計画の推進体制と役割 ・計画の推進体制と役割（県、市町村、医療機関、保険者）第３節 進行管理と計画の評価 ・進行管理と計画の評価の方法※：追加した項目　　★：内容を見直し掲載順序を変更した項目
医療安全医療安全医療安全医療安全とととと健康危機管理健康危機管理健康危機管理健康危機管理のののの推進推進推進推進
目標設定目標設定目標設定目標設定とととと計画計画計画計画にににに推進推進推進推進
医療医療医療医療にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供のののの推進推進推進推進

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける医療機能医療機能医療機能医療機能のののの分担分担分担分担とととと連携連携連携連携保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護（（（（福祉福祉福祉福祉））））のののの総合的総合的総合的総合的なななな取組取組取組取組

パブコメ



保健医療圏 

 

保健医療圏 

 

 

（１）一次保健医療圏 

   市町村単位 

 

（２）二次保健医療圏

※
 

   主として病院の病床の整備を図るべき地域的単位として設定する「医療計

画」上の区域 

 

（３）三次保健医療圏 

   奈良県全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※
 南和医療圏は、厚生労働省による二次医療圏の区域の見直し基準（人口 20万人未満、流入院患者割合が 20％未満、流出入院患者割合が 20％以上）に該当するが、新たな医療提供体制の構築に取り組んでいるところであるため、現状のままとする。 

二次保健医療圏の名称及び区域等名　　称 人口 面積（医療圏） （人） （km２）奈　良 奈良市 366,591 276.84東　和 天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村 219,869 658.05西　和 大和郡山市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町 350,407 168.57中　和 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町 382,012 240.73南　和 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 81,849 2,346.90（人口は平成２２年１０月１日現在の国勢調査人口）

区　　　　　域（市町村名）



保健医療圏 

 

 

奈良県二次保健医療圏地図（平成２５年４月１日現在）

東和保健医療圏
奈良保健医療圏

東和保健医療圏
西和保健医療圏
中和保健医療圏

南和保健医療圏



基準病床数 

 

基準病床数 

 

医療法第 30 条の 4 第 2 項第 11 号の規定に基づく基準病床数は次のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【療養病床及び一般病床】

二次保健医療圏 基準病床数

奈　　良 3,608床

東　　和 2,484床

西　　和 3,275床

中　　和 3,495床

南　　和 885床

合　　計 13,747床

【精神病床】

基準病床数

2,800床

【結核病床】

基準病床数

50床

【感染症病床】

基準病床数

28床

県全域

県全域

県全域



地域医療再生計画に基づく公立病院の整備 

 

地域医療再生計画に基づく公立病院の整備 

 

１１１１    高度医療拠点病院高度医療拠点病院高度医療拠点病院高度医療拠点病院のののの整備整備整備整備    

   

（（（（１１１１））））新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院のののの整備整備整備整備    （整備のポイント） 
①「患者のために」 「救命救急医療」、「がん医療」、「周産期医療」、「小児医療」、「精神医療」、「糖尿病治療」、「災害医療」の機能を７つの柱として整備 
②「病院職員のために」 病院スタッフが働きがいを感じられる魅力ある病院づくりを推進 
③「地域社会のために」 地域の医療関係者を支援（研修の実施、病院設備の解放） 情報発信基地として、実態把握や課題解決策を医療関係者や県民へ提示 
 

○開設予定時期：平成 28 年度 

 

（（（（２２２２））））県立医科大学附属病院県立医科大学附属病院県立医科大学附属病院県立医科大学附属病院におけるにおけるにおけるにおける（（（（仮称仮称仮称仮称））））中央手術棟中央手術棟中央手術棟中央手術棟のののの整備整備整備整備 （整備のポイント） 
①進歩する先端医療に対応可能な汎用手術室の整備 
②総合的ながん治療を進めるため、放射線治療や化学療法等の施設等を集約 

③総合周産期母子医療センター、小児センターなど、母子のための機能を集約 

④中央臨床検査部及びリハビリテーション部の充実 

⑤来院者が“癒し”を感じられるようなアメニティ空間の創出 

 

○竣工予定時期：（第 1 期）平成 25 年度 （第 2 期）平成 27 年度 

 

２２２２    南和南和南和南和地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける公公公公立病院立病院立病院立病院のののの機能再編機能再編機能再編機能再編    

○南和地域の 3 つの公立病院を、1 つの救急病院(急性期)と２つの地域医療セン

ター(療養期)に役割分担を行い、医療提供体制を再構築 

 ○基本理念は、「南和の医療は南和で守る」 

○この目標に向かって、奈良県と南和の１３の市町村が一部事務組合を設立 （整備のポイント） 
①地域の救急を断らない病院をめざして救急医療を強化 

②災害対策の医療を強化 

③地域医療センターを設置し高齢者のニーズにあった長期間の入院医療を充実 

④在宅医療やへき地医療の強化など地域に密着した医療サービスを強化 

 

○開設予定時期：(救急病院)平成 27 年度 (地域医療センター)平成 28 年度 



医師確保 

 

医師確保 

 

 

１．現状と課題 

 
○ 本県の医療施設従事医師数は、平成 22 年 12 月現在、2,994 人で増加傾向 

  にあるが、人口 10 万人当たりの医師数 213.7 人は、全国平均(219.0 人)と 

  比較して依然として低い状況。 
 

○ 本県では、診療科別では、小児科、産科、麻酔科で、地域別では南和医療

圏で医師が不足している。 

 

○ 県内唯一の医師養成機関として県立医大がある。県立医大の卒業生の進路

は、医師臨床研修制度の見直し以降、研修先に県外病院を選択する割合が

増加している。 

 

○ 全医師数に占める女性医師の割合は本県において17.4%で、30歳未満の医

師においては34%を占めている。 

 

２．具体的な取り組み 

（１）地域で人を育てる取り組みの促進 

① 質の高い医療を提供できる卒前卒後教育システムの構築 

② 魅力ある臨床研修やキャリア形成と地域医療に貢献できる専門研修の充

実 

③ 奨学生や地域枠入学者などに対する研修や支援体制の構築 

④ 「まず診る」という姿勢と幅広い診断能力を身につけた「総合医」を育成

するための体制の構築   

                                  
（２）医師偏在を解消するための取り組みの促進 

① 地域の医療需要を踏まえた医師派遣システムの構築 

② 医師確保修学資金による、へき地や特定診療科に勤務する医師の確保・養

成 

③ 医療需要等を踏まえた、今後不足が予測される診療科に関する調査・分析 

④ へき地における長期的な医師確保対策の推進 

⑤ ドクターバンクの運営 

 

（３）働きやすい職場環境の整備のための取り組みの促進 

  ① 多様な働き方の支援による離職防止と定着促進 

  ② 女性医師の復帰に取り組む病院への支援や、女性医師のネットワークづく

りの促進 

 

（４）病院における医師の業務負担の軽減 

  ① 書類記載等事務の役割分担の推進 

  ② 主治医制の見直し、チーム医療の推進など医師の働き方の見直しを検討 

   



看護師確保 

 

看護師確保 

 

 

１．現状と課題 

  
○ 県内で就業する看護師・准看護師数は平成 22 年 12 月末現在 13,000 人、人

口 10 万対では 928.1 人で全国平均(1031.5 人)を下回るが、増加率は全国平

均(5.2%)を上回り 7.0％となっている。 

 
○ 本県の看護職員の離職率は改善傾向にあり、平成 21 年度以降全国平均を下

回り、平成 22 年度は 9.1%となっている。 

 

○ 県内の看護師等養成機関の平成 24 年 3 月卒業生は 786 人で、県内医療機関

へ看護師・准看護師として就業した者は 415 人(全卒業者の 52.8%)。 

 

 

２. 具体的な取り組み 

（１）看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援の取り組み 

 

① 看護師等養成機関と実習病院の連携による効果的な卒前卒後教育システ

ムの構築 

  （看護教員研修の実施・実習指導者の養成による看護基礎教育の充実、新

人卒後研修を初めとする研修体制の整備･充実）   

 

② 修学資金貸与による新規就業者の県内定着促進 

 

③ 各階層での研修や専門分野研修による資質の向上と定着促進 

 

④ 専門看護師、認定看護師資格取得等のキャリアアップ支援 

 

⑤ 看護職員のメンタル・ケア促進 

 

⑥ 結婚、出産、介護等のライフステージの変化に応じた働きやすい環境整備 

（院内保育所、短時間正規雇用制度等の多様な勤務形態導入促進 他） 

 

⑦ いきいきと誇りを持って働き続けられる環境づくりの推進 

（県内病院等での「奈良看護」の理念に基づく取り組みの推進等） 

 

⑧ チーム医療の推進、業務分担の仕組みづくりやアウトソーシングの促進 

 

⑨ 就業情報の提供及び復職支援研修などによる、離職中の看護職員の復職促

進   

                                  
（２）訪問看護師確保対策の促進 

 

（３）福祉施設で働く看護職員も視野に入れた確保対策の促進 



  がん 

 

がんがんがんがん    

    

１１１１．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

 

○ 奈良県では、がんによる死亡数は平成２３年４,０６１人で、全体の３０．

６％を占め、死亡順位の第１位。 

 ○ 本県は、他府県と比べ、県外の医療機関を利用する人の割合が高く、入院で

は１５．４％（全国第３位）、外来では１５．８％（全国第４位）。 

 ○ 本県のがん検診受診率は、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がんの

各検診とも全国平均を下回っている状況。 
    

２２２２....具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

（１）がん医療 

① がん医療の提供 （新県立奈良病院の機能整備、南和地域の救急病院（急 

性期）におけるがん治療の充実 他） 

② 緩和ケア （県立医科大学附属病院内の緩和ケアセンターの機能充実、新 

        県立奈良病院における緩和ケア病棟整備 他） 

③ 地域連携 （医療連携システムづくりのための共有ツールの検討 他） 

④ 相談支援 （がん相談支援センター間での情報の共有化）  

⑤ 地域がん登録 （精度の向上）  

 

（２）がん予防・がんの早期発見 

① 喫煙 （正しい知識の普及、受動喫煙防止の推進） 

② がん検診 （受診率の向上に向けた普及啓発の推進、精度管理） 

    

３３３３....数値目標数値目標数値目標数値目標    

＜主な指標＞ 

    ○がんによる７５歳未満の死亡数 １５００人（平成２９年） 

（がんの７５歳未満死亡率（１０万対）の２０％減少（対平成１９年）） 

 

 ○県内がん診療連携拠点病院の県民治療カバー率 

  （現状）７２．６％  →  増加させる   

     

 ○がん検診受診率 

  （現状）胃がん  ２９．３％ 

      肺がん  ２０．２％ 

      大腸がん ２４．７％   → ５０％ 

      子宮がん ３５．７％ 

      乳がん  ３５．７％ 



脳卒中  

 

脳脳脳脳    卒卒卒卒    中中中中    

    

１１１１．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

    
○ 本県における脳血管疾患を原因とする死亡者数は年間１，１４５人でり、

死因別の割合としては、がん、心疾患、肺炎に次いで多く、死亡原因の約８．

８％（年間死亡者総数 13,036 人のうち 1,145 人）を占めている。 

○ 脳血管疾患を原因とする死亡者数の状況について、地域ごとの年齢構成の

違いを調整した死亡率（年齢調整死亡率）で見ると、本県は、全国平均と比

べてかなり低く、男性、女性ともに、香川県に次いで全国で２番目に低い死

亡率となっている。 

○ 医療技術の進歩等により、脳血管疾患の年齢調整死亡率は全国的に減少傾

向にあり、また、本県は男女とも全国平均よりも低い率で推移している。 

 

２２２２....具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 

（１）発症と重症化予防の体制づくり 

（２）発症直後の救護、搬送等の体制づくり 

○ 救急搬送ルールを適切に運用するとともに、必要に応じて見直しを行い、

搬送時間の短縮を図る。 

（３）急性期（救急）医療の体制づくり 

（４）回復期医療の体制づくり 

（５）医療機能の数値化 

  ○ 脳卒中医療関係者は、脳卒中医療の質の向上をめざして、医療機能を数値

化するしくみづくりを進める。 

（６）奈良県脳卒中地域連携パス 

  ○ 医療関係者と行政とが協働して検討を重ね、「奈良県脳卒中地域連携パ

ス」を運用中。運用の状況や結果について、定期的に関係者で検討し、奈良

県全体での脳卒中治療の向上に努める。 

 

３３３３....数値目標数値目標数値目標数値目標    

 

  本県の脳卒中の年齢調整死亡率（人口１０万対）は、男性、女性ともに、香川

県に次いで全国で２番目に低い死亡率となっている。 

  今後とも、全国トップクラスの年齢調整死亡率を維持し、さらなる死亡率の低

下（現状の１０％減少）を目指す。 

男性（現状）３９．３ → （目標）３５．３ 

女性（現状）２０．７ → （目標）１８．６ 



急性心筋梗塞 

 

急性心筋梗塞 

 

１.現状と課題 

○奈良県の心疾患を原因とする死亡者数は、年間2,432人。死因別の割合は、

がんに次いで多く、約18.7％ 

  

○心疾患のうち急性心筋梗塞による死亡者数は354人で、心疾患による死亡者数

の14.6％ 

 

 ○急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（人口10万人あたり）は、男性13.1（全国2位）、

女性6.8（全国10位）と、男女とも全国比較で良い状況 

 

２.具体的な取り組み  

（１）発症と重症化予防の体制づくり 

 

（２）発症直後の迅速な救命処置 

  発症直後の速やかな救急要請が重要であることの啓発 

   

（３）急性期医療機関における専門的治療開始までの時間短縮 

  救急搬送ルールの適切な運用や必要に応じた見直しによる搬送時間短縮 

 

（４）医療機能の数値化 

  医療の質の向上を目指して、指標を設定し医療機能の数値化をするしくみ 

づくりを推進 

 

（５）在宅療養支援体制の強化 

  地域医療連携パスの活用等により、在宅でのリハビリ、再発予防のための 

管理を推進 

 

 

３.数値目標 

○年齢調整死亡率（人口10万人あたり）→減少させる 

（現状 男性13.1、女性6.8） 



糖尿病 

 

糖尿病 

 

 

１．現状と課題 

  
○ 全国で「糖尿病が強く疑われる者」と「糖尿病の可能性が否定できない者」

の合計は約 2,210 万人で、過去５年間で 590 万人増加。 

 
○ 奈良県で「糖尿病が強く疑われる者」は約 10 万 1 千人、「糖尿病の可能性

が否定できない者」は約 14 万 9 千人で、その合計は約 25 万人。 

 

○ 奈良県の糖尿病総患者数は、約 22,000 人で、糖尿病専門医の人数は、23 人。

専門医 1 人あたりで計算した患者数は 957 人で、全国平均 576 人に比べ 381

人多く、専門医への負担が大きい。多くの患者をかかりつけ医（非専門医）

が診ている状況。 

 

 

２.具体的な取り組み 

（１）発症予防の体制づくり 

① 食生活の改善 

② 運動習慣を持つ人の増加 

③ 県民に対する糖尿病リスクの普及啓発 

                                  
（２）医療提供の体制づくり 

① 糖尿病診療の現状について数値化して把握する仕組み作り（検査データの

収集） 

② かかりつけ医が適切な医療を積極的に提供することを支援する仕組み作

り及び専門医に患者が集中しない仕組み作り（かかりつけ医への支援体制

の構築） 

③ 異職種間のネットワークを構築する取り組み 

④ 糖尿病患者への啓発に関する取り組み 

⑤ 新県立奈良病院での取り組み（糖尿病拠点病院の整備） 

 

 

３.数値目標 

（１） 糖尿病の年齢調整死亡率 

全国1位（男性は滋賀県、女性は佐賀県及び熊本県）の年齢調整死亡率を

目指す→男性…人口10万人あたり3.5（現状4.1）、女性…人口10万人あた

り2.2（現状2.5） 

 

（２） 新規透析導入患者のうち糖尿病腎症の割合→減少させる（現状46.8％） 

 

（３） 糖尿病が主原因による新規視覚身体障害者手帳を交付している人の年間

の数→減少させる（現状年間21人） 



精神疾患 

 

精神疾患 

１.現状と課題 

○ 全国の「精神疾患患者」は 323 万 3 千人で増加傾向にあるが、「精神病床

に入院している患者」は 30 万 7 千人で減少傾向にある。 

 

○ 全国の「認知症の入院患者」は 7 万 5 千人であり、そのうち「精神病床に

入院している患者」は 5 万 2 千人である。「精神病床に入院している患者」

については、長期入院し続ける傾向にある。 

 
○ 奈良県の「精神疾患患者」は 3 万 3 千人で増加傾向にあるが、「精神病床

に入院している患者」は 2 千 4 百人で増減が見られない。普及啓発を実施

し、保健所や市町村による訪問相談を充実させることで、早期発見・早期

受診の促進を図る必要がある。 

 

○ 奈良県の「認知症患者」は平成 11 年には 1 千人であったが、平成 20 年に

は 5 千人と増加し、9 年間で 5 倍に増加している。認知症は早期診断・早期

対応が重要であり、入院を長期化しないように地域での日常生活を支える

医療・介護サービスの構築、家族への支援が必要である。 

 

２.具体的な取り組み 

（１）精神疾患を予防し、精神科専門医へのアクセスを改善するための体制づくり 

① 精神保健福祉センター等による精神疾患に関する正しい知識の普及啓発 

② 保健所、市町村による訪問相談の充実 

③ かかりつけ医と精神科医との連携の推進 

 

（２）再発を防止して地域生活を支援するための体制強化 

① アウトリーチチームによる訪問支援の継続 

② 病院と市町村・障害福祉サービス事業所等との連携の強化 

 

（３）認知症への対応 

① 認知症クリティカルパスの作成・普及 

② 認知症疾患医療センター設置の推進 

 

３.数値目標 

（１） 保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談等の延人員 

全国平均を目指す→人口10万人あたり250.6（現状118.7） 

 

（２） 精神疾患入院患者の１年未満の平均退院率 

第３期障害福祉計画策定の際に指標となった、平均退院率を現状より7％

相当分増加させる→75.8％（現状70.8％） 

 

（３） 認知症退院患者の平均在院日数 

全国平均を目指す→342.7日（現状379.5日） 



救急医療 

 

救急医療 

 

１．現状と課題 

  
○ 救急搬送者数は、ここ数年間、増加傾向(H23 57,045 人)にあり、10 年前

（H13）と比べると約２０％増加。 
○ 救急搬送に要する時間も、H13 の 28.9 分（全国平均 28.5 分）から、H23

には 42.0 分（全国平均 38.1 分）に増加。但し、軽症患者が搬送の約半

分を占めている状況。 
○ 高齢化の進展に伴う病気による救急車の利用、県民意識の変化による、

不要不急の場合の救急車要請等が増加の要因と考えられる。 
○ 軽症患者の受け皿である休日夜間応急診療所は県内に 12 カ所あるが、約

2/3 を占める小児患者の診療体制が確保されているのは、橿原市休日夜

間応急診療所１カ所のみ。  
２.具体的な取り組み 

（１） 救急患者を断らない医療体制の構築 

� 北和地域・中和地域で、重症患者を２４時間断らない高度医療拠点病院、

救命救急センターを整備 

� 南和に地域の救急患者を断らない救急病院を建設 

� 救急搬送ルールの適切な運用と見直しによる重傷患者の搬送時間の短縮 
� 救急医療を担う医師・看護師の確保 

 
（２） 一次（初期）救急医療体制の整備 

� 北和（奈良市）、中南和（橿原市）地域の拠点的な休日夜間応急診療所

に対する支援 

� 市町村が連携して行う一次救急体制整備の支援 

 

（３） 適切な病院前救護活動が可能な体制の構築 

� 県独自のドクターヘリの導入検討 

� 新生児搬送を行うためのドクターカーの整備・運用（県立奈良病院） 

 

（４） 救急医療に対する県民の理解を深めるための活動 

� 救急医療に関する相談窓口（#7119、#8000）の継続設置 

� 医師による講習会やｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの配付等、救急医療に関する啓発活動 

 

３.数値目標 

（１） 緊急度の高い患者（心肺停止、脳卒中、急性心筋梗塞、重症外傷等の重篤疾患）
の受入先確保に要する病院照会回数が４回以上の割合 

平成２３年  １３.２％  →  平成２９年 半減 

（２） 小児の一次救急医療体制が確保されている地域（※） 

平成２３年 ３２市町村 →  平成２９年 全ての市町村 

※ 広域連携による整備を含む。 



災害医療 

 

災害医療 

 

１．現状と課題 

  
○ 災害は、自然災害と人為災害に大別。被災区域により広域災害、局地災

害に区分されるが、発生場所、時刻、時期により被災・被害程度は大き

く異なる。 
○ 自然災害では、遠くない時期の発生が懸念される東海、東南海・南海地

震だけでなく、紀伊半島大水害のような集中豪雨も近年は増加 
○ 人為災害では、JR 福知山線脱線事故、関越自動車道における高速バス事

故、中央自動車道笹子トンネルの崩落事故等、高速・大量輸送システム

の進展により、ひとたび事故が発生した場合には重大な被害が発生 
○ 災害の規模や種類に応じて、急性期の期間や必要とされる医療の内容は

変化するため、状況に応じ、関係機関が連携して必要な医療が確保され

る体制を構築していくことが必要 
 

２.具体的な取り組み 

（１） 災害拠点病院の機能強化 

� 施設・設備の整備（施設の耐震化、ヘリポート設置、衛星電話の保有等） 

� ＤＭＡＴチーム要員の確保、災害医療訓練の実施 

 

（２） ＤＭＡＴチームの派遣体制の整備 

� ＤＭＡＴ派遣調整を行うコーディネーターの設置 

� 出動マニュアル等の整備、情報共有・連絡体制の確立 

 

（３） 災害現場で対応困難な重症患者の搬送手段の確保 

� 県独自のドクターヘリ導入の検討 

 

（４） 災害時に支援が必要な患者・家族等に対する情報提供体制の確立 

� 県災害情報システムの拡充 

� 関係機関の情報共有・連絡体制の確立 

 

（５） 救護所等の運営体制や健康相談、こころのｹｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機能の確立 

� 医療救護班の派遣調整を行う調整本部の設置 

� 感染症のまん延防止、心身及び生活衛生面のケアの推進 

� （仮称）健康相談チームに係る関係機関のコーディネート機能の検討 

� （仮称）こころのケアチーム運営委員会の設置 

 

３.数値目標 

（１） 災害拠点病院におけるＤＭＡＴチームの整備数 

  １１チーム（H25年1月時点）  →  １６チーム 

（２） 災害拠点病院における診療機能を有する施設の耐震化率 

     ４３％（H25年1月時点）  →  １００％ 



へき地 

 

へき地 

 

 

１．現状と課題 

○ 奈良県のへき地診療所の外来患者数は年々増加している。 

（平成 19 年度:7 万 5 千人→平成 23 年度：約 9 万人） 

 
○ 奈良県のへき地医療拠点病院やへき地を支援する病院に勤務する医師の数

が減少し、巡回診療や代診医の派遣など、へき地を支援する機能が低下して

いる。（平成 19 年:81 人→平成 23 年：68 人） 

 

○ 奈良県のへき地医療拠点病院のへき地への医師派遣や巡回診療の回数は、全

国に比べて少ない。 

＜医師派遣＞ 奈良県：6.7 回 全国：10.8 回（人口 10 万人あたり） 

＜巡回診療＞ 奈良県：2.9 回 全国： 5.0 回（人口 10 万人あたり） 

 

 

 

２.具体的な取り組み 

（１）地の医師を養成・確保する体制の確立 

① 医師配置システムの確立 

② 自治医科大学卒業医師の派遣の継続 

③ 医師確保修学資金貸与事業の実施 

④ 地域医療総合支援センターの設置 等 

                                  
（２）へき地医療を確保する体制の整備 

① へき地医療支援機構体制のもとに医師派遣や巡回診療を実施 

② 患者輸送事業により交通手段を持たない患者の受診を支援（市町村） 

③ へき地に歯科医診療所を設置しようとする市町村を支援（県） 等 

 

（３）へき地医療を支援する体制の拡充 

  ① へき地医療拠点病院等とへき地診療所が協定を結び診療連携、人材の養

成等を推進 

  ② ドクターヘリの有効活用（県独自のドクターヘリの導入について検討） 

等 

 

（４）南和地域における公立病院の再編によるへき地医療支援体制の充実 

 

 

 



周産期 

 

周産期 

 

１．現状と課題 

  
○ 人口 10 万人あたりの分娩を取り扱う医療施設数は、病院 0.7（全国平均

0.9）、診療所 1.2（全国平均 1.2）と、全国平均と同等か低くなっている。 

 
○ 分娩取扱施設に勤務する医師数は、人口 10 万人あたり病院 3.2（全国平均

3.9）、診療所 2.1（全国平均 1.9）と、病院は全国平均より低いが、診療

所は全国平均を上回っている。 

 

○ ハイリスク母体搬送数は平成 23 年実績 275 件で、県内受入率 92.4％とほと

んど県内で受け入れられるようになった。搬送要請数は増加傾向。 

 

○ 新生児搬送数は平成 23 年実績 147 件で、すべて県内で受け入れられた。 

 

２.具体的な取り組み 

（１）リスクに応じた医療機関の役割分担 

① 奈良県周産期医療情報システムの適切な運用 

② 救命救急センターとの連携体制の構築 

③ 周産期医療情報システムと救急医療情報システムとの連携 

④ 産婦人科一次救急医療体制緊急整備事業 

                                  
（２）症状別の母体・新生児疾患の受入体制の協議 

 

（３）周産期母子医療センターの機能強化 

① 県立医科大学附属病院（総合周産期母子医療センター）の整備 

② 県立奈良病院（地域周産期母子医療センター）の整備 

③ 新生児搬送ドクターカーを県立奈良病院へ整備 

 

（４）近府県との広域連携システムを維持（近畿ブロック周産期医療広域連携検討会） 
 

（５）ＮＩＣＵ退室後の在宅支援等の充実 

 

（６）分娩機能の確保等 

① バースセンターの運営（県立医科大学附属病院） 

② 医師に対する支援（奨学金の貸与等） 

③ 周産期医療関係者等の研修 

 

（７）妊婦健診の充実・促進 

 

３.数値目標 

ハイリスク妊婦の県内受入率 

 平成２３年 ９２％ → 平成２９年 １００％ 



小児医療 

 

小児医療 

 

 

１．現状と課題 

  
○ 小児人口は減少（H13→H23 で▲13%）しているが、小児患者の救急搬送

は増加傾向 

○ 一次救急を担う応急診療所の小児患者数は横ばい状態。一方、常時、小

児患者の診療体制を確保しているのは橿原市休日夜間応急診療所のみ。 

○ 二次救急は、小児輪番制の実施により受入体制を確保。受診者数は、橿

原市休日夜間応急診療所の充実、小児医療電話相談（#8000）の活用等に

より、ピーク時から半減（平成 23 年度 約 10,000 人）。但し、多くが

比較的軽症であり、入院を要した患者は全体の 1５％程度。 

○ 小児人口 1 万人あたりの小児科医師数は 8.0 人、平成 14 年度と比べて

1.3 人増加しているが、全国平均(9.3 人)より少ない状況 

○ 小児慢性特定疾患等、高度医療は三次救急医療を担う病院（県立医科

大学附属病院、県立奈良病院、近畿大学医学部奈良病院）や天理よろ

づ相談所病院を中心に提供 

 

２.具体的な取り組み 

 

（１） 家族に対する支援と相談体制の確立 

� 小児救急医療やこどもの病気への理解を深めるための啓発活動 

� 小児救急電話相談（#8000）の開設 

 

（２） 救急医療体制の確保 

� 小児救急電話相談（#8000）及び救急安心センター（#7119）の設置 

� 小児一次救急の拠点となる奈良市休日夜間応急診療所（北和）、橿原

市休日夜間応急診療所（中南和）に対する支援 

� 小児二次輪番体制の参加病院への支援 

� 小児科医の確保・集約化と高度医療拠点病院の整備 

 

（３） 高度医療・専門医療の提供等、充実した小児医療を提供する体制の確保 

� 小児慢性特定疾患等、高度医療や専門的な小児医療を提供する高度医

療拠点病院の整備 

� 奨学金等による医師確保対策 

� 保健・福祉・介護の関係機関と医療機関が連携した、長期療養・介護

が必要となる小児患者と家族を支援する体制の検討 

 

３.数値目標 

小児の一次救急医療体制が確保されている地域（※） 

  

平成２３年 ３２市町村 →  平成２９年 全ての市町村 ※ 広域連携による整備を含む。 



在宅医療 

 

在宅医療 

 

１．現状と課題 

  

○ 奈良県の人口に占める高齢者（65 歳以上）の割合は、約４人に１人から約

３人に１人（平成 37 年）と、急速に高齢化が進み、高齢化率も全国平均を

上回る状況が続くと見込まれている。また、要介護・要支援認定者、認知

症による何らかの障害が疑われる高齢者も増加を予想。 

 

○ 自宅で介護を受けたい、受けさせたい、また、自宅で最期を迎えたいとい

う県民ニーズがある。在宅死亡率 21.6％（平成 23 年）は全国 1 位。 

 

○ 在宅療養者や家族、入院医療機関に在宅医療に関する情報や認識が不足し

ている。 

 

○ 自宅での療養を希望していてもそれが実現できない理由として、急変時の

対応に関する不安や家族への負担への懸念が挙げられている。 

 

○ 在宅医療において積極的役割を担う在宅療養支援病院、在宅療養支援診療

所、在宅療養支援歯科診療所が全国より少ない（いずれも人口 10 万人対）。 

 

○ 今後の高齢者ケアのニーズの増大を踏まえ、訪問看護ステーションに従事

する看護師を増やしていく必要がある。 

 

○ 在宅療養者や家族の様々なニーズに対応するためには、多職種連携が重要。 

 

２.具体的な取り組み 

（１）在宅医療の啓発 

  

（２）医療提供の体制づくり 

① 在宅医療連携の拠点整備 

② 在宅医療を担う人材の養成  

③ 医療・看護と介護・福祉の連携  

④ 在宅医療に関する情報の提供  

⑤ 在宅歯科医療の推進  

⑥ 在宅医療に関する薬薬連携の推進 

 

（３）その他 

がん患者、認知症患者、難病対策 

高齢者支援・障害者（児）支援の充実 

 

３.数値目標 

在宅死亡率全国第 1 位の維持及び在宅死亡率の向上（平成 23 年 21.6％） 
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